
第１１２２号 赤旗読者ニュース （１）

読者ニュース「きずな」に対するご意見や情報をしんぶん赤旗の配達・集金者にどしどしお寄せください。

２０１７年 ６月２２日

ＮＯ １１２２

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）き ず な
６月１２日、井原市議会６月定例会が開会しました。一般質問は１４日、１５日、１６日の３日間

行われ１０議員が質問しました。森本議員は１４日の２番目に質問し、定例会での連続１１３回目の
質問になりました。森本議員の質問と瀧本市長、片山教育長らの答弁の概要は次のとおりです。

森本ふみお議員の質問の概要 森本議員の質問に対する執行部答弁の概要

◆教員勤務実態調査から何が問題なのかを分析し、
問題点を解決する手だてをどう打つべきか

文部科学省が実施した２０１６（平成２８）年度
の公立小中学校教員の勤務実態調査（速報値）が４
月２８日に一斉にマスコミ報道されました。

これによりますと、小学校、中学校とも１週間あ
たりの平均勤務時間は、 １０年前の調査より中学
校教諭で５時間１２分増、小学校教諭で４時間９分
増と大幅に増加しています。１日あたりの平均勤務
時間は、小学校教諭で前回調査から４３分増の１１
時間１５分、中学校教諭で前回調査から３２分増の
１１時間３２分、教頭は小・中学校とも１２時間を
超えています。

今回、調査対象となった市内の小・中学校各１校
の勤務実態は、文部科学省が発表した１０年前のこ
れらの数値と比較してどうなのか。

調査項目がたくさんあり、しかも多岐にわたって
おりますが、教育委員会ではこの実態調査から何が
問題なのかを分析していますか。分析していれば、
それらの問題点を解決する手だてをどう打つべきと
お考えなのか具体的にお示しください。

◆ヘイトスピーチ対策法に対する市の対応は

まず、これまでに市内でヘイトスピーチ（憎悪表
現）に関する事案が報告されていますか。

ヘイトスピーチ（憎悪表現）対策法、正式名称は
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律」が２０１６(平成
２８)年６月に施行されました。

この法律の第４条第２項に地方公共団体の責務が
うたわれています。また、第５条第２項では地方公
共団体の相談体制の整備がうたわれています。

どちらも地方公共団体については「努めるものと
する」という努力義務となっています。市としてこ
れらにどう対応していますか。

◆各種選挙の入場券送付の改善を

このたびの井原市議会議員選挙で、有権者に配ら
れる入場券の配達が非常に遅かったことで、多くの
方から苦情を聞きました。

今後の各種選挙では入場券配達が遅くなるような
ことがないようにしなければなりません。

選挙管理委員会としては、実情をどう把握されて
いますか。また、なぜ遅れたのか原因をつかんでお
られますか。

郵便局とはどのような契約書を交わしておられま
すか。今後何をどうすれば改善できるとお考えでしょ
うか。

２面左上へ続く

１０年前との比較は、１週間及び１日あたりとも
少なくなっていますが、学校訪問して先生方一人一
人の業務記録簿を確認すると平均勤務時間は小学校
中学校共に年々長くなる傾向があると捉えています。

教育委員会としては、教職員の勤務負担軽減をめ
ざし、昨年度に校務支援システムを導入しました。
ネットワーク上のサーバーに指導教材、各種文書・
様式を一元化して共有し、校務処理の効率化を図れ
る環境を整えております。

また、学校現場の働き方改革について県及び市の
教育委員会と学校が連携・協力して本年度から３年
間で時間外勤務を現状よりも２５％削減することを
目標として総合的な取り組みを実施することとして
います。

取り組みの一例を申しますと、公務文書の見直し
などによる業務負担の軽減化、部活動休養日の設定、
夏季休業中の学校閉庁期間の設定などです。また、
その取組を徹底することを共通理解しています。

教職員は子どもたちの学力向上や健やかな成長の
ため日々努力しています。

働き方改革につきましては、教育委員会、学校教
職員が一丸となって行い、徹底した効果的な取り組
みにしていきたいと考えております。

井原市においては、今日までヘイトスピーチに関
する事案について報告等は受けておりませんが、ヘ
イトスピーチは人々に不安感や嫌悪感を与えるだけ
でなく、人としての尊厳を傷つけ差別意識を生じさ
せる事態を招きかねず有っては
ならないことと認識しています。

そうしたことから今後も現在
行っています人権教育、人権啓
発事業のなかに盛り込み市民に
向け周知に努めていきたい。

こういう事案があった場合は、協働推進課の市民
活動係が担当します。

「人権」の名前の入った課とか係りの設置につい
ては、全体的に精査しながら検討していきたい。

投票所入場券の交付については、公職選挙法施行
令において「市町村の選挙管理委員会は、特別の事
情が無い限り選挙期日の公示または告示の日以降で
きるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付する
よう努めなければならない」と規定されており、こ
の規定に基づき選挙管理委員会においても、公示ま
たは告示の日以降に速やかに郵便発送を行っていま
す。

この度の井原市議会議員選挙におきましては、投
票所入場券の発送方法について井原郵便局との書面
による契約はありませんが、事前に郵便局担当者と
協議を行っています。その内容は告示日の翌日から
３日間で配達を完了するというものです。そうした

２面右上へ続く



第１１２２号 赤旗読者ニュース （２）

生活に役立ち勇気と確信のわくしんぶん[赤旗]をお読みください。(月額 日刊紙３,４９７円 日曜版８２３円）

この「きずな」は森本ふみお議員のブログ（http://m.okajcp.com）でも見ることができます

１面左下より続く

◆放課後児童クラブの施設の移設などの改善の見
通しは

市内の放課後児童クラブの施設の移設など、改
善が必要な箇所があると考えます。市では今後、
移設などの改善が必要な施設は何箇所あるとお考
えでしょうか。

放課後児童クラブの関係者は、早期移設などを
強く望んでおられます。市としての今後の見通し
をお示しください。

稲倉・高屋についての余裕教室ができる見通し
は有るのか。

稲倉・高屋については来年度で（施設整備を）
実施していただきたい。

◆星の郷青空市場に隣接している遊園地の整備充
実の手だてを

星の郷青空市場には、市内外から多くの買い物
客が来られています。中には子ども連れの方もお
られ、買い物中、子どもさんがこの遊園地の遊具
で遊びながら時間待ちをしています。また、美星
町内の子どもさんなどもここで遊んでいます。

特に地元のお母さんから、雨が降ったら周りに
水が溜まって危ないなどの声があります。

ここの管理は、星の郷青空市場が行っています
が、市内外の親子連れの家族や地元の子どもさん
が安全で安心して遊べるようにするため、市とし
て整備費等の助成をしてはどうですか。

◆「１０食品群チェックシート」の啓蒙と普及を

健康寿命日本一を目指す市長として、市民の方々
が健康で長生きできる条件づくりを考えることは
大変重要です。
日々の食事で栄養が偏っていたり不足していても
本人は元気だと思っているケースが多いのですが、
実はこの「１０食品群チェックシート」で「隠れ
栄養失調」であることが発見でき、発見後に食事
を改善し「隠れ栄養失調」を克服して長生きがで
きることになります。

そこで、市民に「１０食品群チェックシート」
の啓蒙と普及をしてはどうですか。

１面右下から続く
中、井原郵便局から「配達初日の４月１７日月曜日
は大雨だったため配達が遅くなり４月２０日木曜日
にずれ込む」との報告を受けました。
（入場券が）投票の際無ければ投票ができないとい
うものではありません。しかしながらずれ込んだこ
とにより選挙管理委員会として急きょ「お知らせく
ん」や「広報車」による巡回啓発により入場券が無
くても投票ができる旨有権者に呼びかけを行った。

今後の入場券の発送については、公職選挙法の規
定を踏まえたうえで選挙ごとに選挙管理委員会で協
議をし、発送を早めるか否かを決定したいと考えて
います。

特に身近な選挙である市長選挙、市議会議員選挙
につきましては有権者の関心が高く、期日前投票の
期間が６日間と短いため他市の状況も勘案し、告示
日前の発送について弾力的に判断していきたい。

施設整備については、原則小学校の余裕教室を活
用し余裕教室が無い場合は、学校敷地内へ専用棟を
建設することとし、学校及び放課後児童クラブ運営
委員会等の地元関係者と協議を行いながら順次整備
を行ってきました。

今後の整備ですが、整備が必要であると思われる
のは２クラブ（県主・木之子）有ります。民間施設
を借り受けているⅠクラブ（稲倉）と施設が老朽化
しているⅠクラブ（高屋）です。

各クラブの整備時期については、放課後児童クラ
ブ運営委員会等の地元の関係者との協議はもとより、
今後余裕教室が生じるかなど学校と協議しながら順
次整備していきたい。

稲倉・高屋については、現在、余裕教室は無いし、
今後も余裕教室ができる見通しはない。

いまの時点で来年度というのは回答を差し控えた
いと思いますが、優先度が高いと認識しています。

敷地内にある施設については、星の郷青空市株式
会社が整備し、管理・運営しています。

（市として）整備費の
助成は考えておりません。
「雨が降ったら周りに水
が溜まって危ないなどの
声がある」ことを（同社）
に伝えたところ、早期に
真砂土を入れるなどの対
応をしたいとの意向を伺っ
ています。

市として高齢者を対象とした「元気応援教室」
「笑顔の食育講師派遣事業」「栄養教室」「出前講
座」等の事業のなかで、平成１８年度から１０食品
群チェックの考え方の入ったリーフレットを使用し、
食べ方の工夫やバランスの良い食べ方等についての
指導を行っています。

低栄養の予防については、介護の必要な状態にな
るのを防ぐという介護予防の観点からも重要なこと
と考えていますので、今後も引き続き１０食品群チェッ
クの考え方についての普及・啓発を行います。


